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スクールバスの現状と課題について

■スクールバス運行対象地区
①高松小 ：学園台
②大海小 ：箕打、元女、若緑、野寺
③宇ノ気小：多田、指江、上山田、下山田、和田、気屋、鉢伏、大崎（一部低学年のみ）

宇気・狩鹿野（低学年のみ）
④金津小 ：余地

■現在、計５台のバスで運行 （中型バス×2台、マイクロバス×3台 ）

■横山区の地区要望において対象地区の追加要望あり（R6年）
（過去には高松・古宮町でも要望あり H26年）

■スクールバス運行対象地区の基準：通学距離が概ね2ｋｍ以上の集落単位で決めています

現

状

■近年、新たな宅地開発の影響により特定の地域で児童数の増加が進み市内の人口分布が大きく変化
しているため、遠距離通学となる児童に対応し、地域間で不公平感がないようスクールバスの見直
し（拡大）が必要である。

■現状（バス５台）の体制で対象地区をさらに広げることは困難である。
※ほぼ満員となっている便もあり時間的にも余裕がない

課

題

新化号（４５人） きらめき号（４５人） しろちどり号（２９人） さくら号（２９人） うのけ号（２９人）

<中型バス> <マイクロバス>
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運行対象地区
備 考

現 行 拡 大 （案）

運行基準
原則、通学距離が概ね２km以上の児童と

し、集落単位で区切る。
通学距離が概ね２km以上の児童は

スクールバスの利用を可能とする。

高 松 小 学園台
【拡大】
高松小校区の南側地区
（土田屋～オレンジかほく付近）

Ｒ８年度～
（マイクロバス

２７人乗り１台増車）

大 海 小 箕打、元女、若緑、野寺 現行のまま
Ｒ７年度～再開
（Ｒ４～６年度対象者０の
為、休止）

宇ノ気小

多田、指江、上山田、下山田、和田、気屋、
大崎、宇気、 鉢伏、狩鹿野

※低学年（１～３年生）限定のバス停
〇宇気、狩鹿野地区
〇大崎地区の一部
（みずべ公園前、大崎北、鮒田産業前、
大崎公民館前）

現行のまま

金 津 小 余地
【拡大】
横山の一部地区（横山駅西側の一部）

Ｒ７年度～

かほく市 スクールバス運行対象地区
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ｙ

高松小学校

大海小学校

宇ノ気小学校

金津小学校

拡大：高松の一部

元女

箕打

内日角

大崎

七窪

宇気

指江

狩鹿野

上山田

下山田

気屋

余地

■凡例（R6年度）

：バス乗降場（全学年）
： 〃 （低学年のみ）

2.1km

※【参考】 図中記載の距離（--km）は、各バス
乗降場から各小学校までの徒歩距離

1.8km

鉢伏
1.6km

1.7km

2.2km

2.0km
2.1km

2.3km

拡大：横山の一部

3.1km

3.0km

3.8km
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拡大図（高松の一部）

スクールバス拡大エリア 5



横山駅

どんたく

スクールバス拡大エリア

拡大図（横山の一部）
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部活動の地域移行とは
少子化の加速や教員の働き方改革を進める観点から、部活動を地域の活
動に位置づけ、地域の指導者による指導を行うことで、活動の選択肢を広げ
たり、専門的な指導を受けられる環境を整えるために実施する施策です。

• 国は令和７年度末までに休日移行完了を目指し、令和５～７

年度を「改革推進期間」を設定しています。

• 今回、国は事業名称を学校と地域の二項対立ではなく、

地域全体で支えていくことを目指して「地域移行」から

「地域展開」と変更する予定としています。

• 事業期間については、令和８～１３年度を「（仮称）改革

実行期間（前期３年・後期３年）」と位置づけ、令和１３年度

末までに全ての部活動の地域展開を達成することを掲げ

ました。



１ 部活動別地域移行実施の状況
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R６ R７予定 R８見込

男子バスケットボール部 河北台中・宇ノ気中

女子バスケットボール部 宇ノ気中

女子ソフトテニス部 高松中・河北台中
市ソフトテニス協会
（兼職兼業教員）

休日（５月～） 休日 平日・休日

男子卓球部 高松中・河北台中

女子卓球部 河北台中

軟式野球部
高松中・河北台中

・宇ノ気中
兼職兼業教員

３校合同試行中
（７月～）

平日・休日 平日・休日

高松中 試行（10月～） 平日・休日 平日・休日 （高松支部）

河北台中・宇ノ気中 部活動 部活動 未定

高松中 試行（10月～） 平日・休日 平日・休日 （高松支部）

宇ノ気中 部活動 部活動 未定

男子柔道部 河北台中
市柔道協会

（兼職兼業教員）
部活動 休日 平日・休日

男子バレーボール部 宇ノ気中

女子バレーボール部 河北台中・宇ノ気中

男子陸上部

女子陸上部

男子剣道部 高松中・宇ノ気中

女子剣道部 宇ノ気中

女子ソフトボール部 高松中 部活動 部活動 未定

吹奏楽部
高松中・河北台中

・宇ノ気中
部活動 部活動 未定

部 活 動 名 学 校 名 指 導 者 派 遣 団 体
地 域 移 行 の 状 況

備 考

市バスケットボール協会
（兼職兼業教員） 休日（７月～） 平日・休日 平日・休日

市卓球協会 休日（７月～） 休日 平日・休日

男子バドミントン部

市バドミントン協会

女子バドミントン部

市バレーボール協会 部活動 休日 休日

高松中・河北台中
・宇ノ気中

部活動 部活動 未定

部活動 部活動 未定
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２ 地域移行実施体制
令和７年度

各クラブ 

保護者 

かほく市 

教育委員会 

 

 

会費 

生徒 

参加 

指導者派遣 

発注・支払 
・障害保険 

・消耗品 

・審判謝礼 

・大会参加 

経費等 

納品・提供 

コーディネーター 

中体連 

クラブ登録申請 
大会出場申請 

手配・支払 

スポーツ

協会等 

 

 指導者 

令和８年度

実施団体 

 

 

 

 

保護者 

各クラブ 

かほく市 

教育委員会 

支援 

生徒 

参加 

発注・支払 

納品・提供 

事務職員 

中体連 

手配・支払 

会費 

 

指導者派遣 

スポーツ
協会等 

 

 

・障害保険 

・消耗品 

・審判謝礼 

・大会参加 

経費等 

指導者 



収入 支出

クラブ活動費
77.8% 19,300千円

会費
24,800千円 100.0%

事務費
8.1% 2,000千円

事務局人件費
14.1% 3,500千円

24,800千円 24,800千円

収入 支出

会費 クラブ活動費
15,600千円 100.0% 100.0% 15,600千円

15,600千円 15,600千円
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３ 収支見込 ※収入を全て保護者負担で賄う場合

・指導者謝金
・保険料
・消耗品費等

・指導者謝金
・保険料
・消耗品費等

・銀行手数料
・システム経費
・通信運搬費
・消耗品費等

（平日・休日）
11,000円／月
（休日のみ）
3,000円／月

（平日・休日）
13,000円／月
（休日のみ）
3,000円／月

・事務局員報酬

【参考】部活動

※大会参加経費及
び当該経費に係る補
助金はクラブも含む

令和７年度 令和８年度

収入 支出

消耗品費等
7,300千円 ※PTA補助を含む 41.7% 7,000千円

43.5%

大会参加経費
50.6% 8,500千円

8,500千円 50.6%

1.8%
保険料 300千円

ｽｸｰﾙﾊﾞｽ経費 ｽｸｰﾙﾊﾞｽ支援
1,000千円 6.0% 6.0% 1,000千円

16,800千円 16,800千円

部費等

保護者負担

市補助金
（大会出場）

収入 支出

消耗品費等
※PTA補助を含む 38.6% 6,100千円

6,300千円 39.9%

大会参加経費
53.8% 8,500千円

8,500千円 53.8%

1.3%
保険料 200千円

ｽｸｰﾙﾊﾞｽ経費 ｽｸｰﾙﾊﾞｽ支援
1,000千円 6.3% 6.3% 1,000千円

15,800千円 15,800千円

部費等

保護者負担

市補助金
（大会出場）

コーディネーター人
件費を算入した場合
（平日・休日）
13,000円／月
（休日のみ）
3,000円／月

1. クラブ活動費のうち指導者謝金56%、
クラブ運営費22%、消耗品等は約22%

2. 週４回活動で月額会費が13,000円と
なり、民間クラブとほぼ同額となる。

中体連等の大会参加に係る経
費や練習試合等のスクールバ
ス活用の支援はクラブも継続



※国が示す地域展開の完了目標年度は令和１３年度
【改革推進期間（R5～7）・改革実行期間（前期R8～10・後期R11～13）】

４ 会費徴収から支払までの流れ（令和８年度）
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月額会費設定（案）

休日のみ 1,000円

休日＋平日 3,000円

練習生徒輸送 1,000円

消耗品等
1,000円～

3,000円

合計
1,000円～

7,000円

各クラブ

スポーツ協会・兼職兼業教員

傷害保険

消耗品

審判謝礼

大会参加経費等

指導者

請求・報告

支払

実施報告

謝金支払

かほく市教育委員会

支援

•大会出場補助

•指導者資格維持補助

•スクールバス活用による輸送支援 など

保護者
運営団体

納入

• 県中体連登録

• 会員、指導者登録

• 会費徴収管理

• 傷害保険加入手続

• 指導者謝金支払

• 消耗品等支払

• 練習会場調整

• 大会等参加申請

• 指導力向上講習会

• 広報活動 など

発注

依頼 納品

履行

（完全移行）

月額約１万３千円
（休日のみ）

月額約３千円

の会費が必要

➀公費による支援

について

②低所得世帯への

配慮について


